
在宅医療廃棄物の出し方

市では収集も処分もできないもの

伊東市環境課 32-1371・37-2865

ビニールバッグ類
・輸液 ・ストーマ(人工肛門)
・畜尿 ・栄養剤など各種バッグ
・CAPDバッグ

チューブ類
・吸引チューブ・輸液ライン
・CAPDチューブ
など各種チューブ
※針がついている物は針を取
り除く

カテーテル類
・導尿カテーテル他

注入器
・経管栄養などの注入器
※針以外の部分

ガーゼ類、脱脂綿等
※血液の付着が微量なものはビ
ニール袋に入れて口をしばる

紙おむつ
※汚物は取り除く
※臭いが発生しているものはビ
ニール袋に入れる等、対策を

注射筒
・ペン型自己注射筒
※針以外の部分

ペン型自己注射針

医療用注射針
点滴針
自己注射以外の医療用
注射針

これらは になりますので、処方された医療機関または薬局にご相談ください

市の「もえるごみ」に出せるもの
●鋭利でないもの

●鋭利ではあるが、安全なしくみをもつもの

針ケースを装着して
耐貫通性容器（空きペットボ
トルなど）に入れる

使用後、針部分がケースに取
り込まれ外にでないもの

問

※ は、市での収集・処分が出来ません※
医療機関または薬局に相談ください。

針を外す


